
墨田区暴力団排除条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （区の行政対象暴力に対する対応方針の策

定等） 

第６条 区は、法第９条第２１号から第２４

号まで、第２６号及び第２７号に掲げる行

為その他の行政対象暴力（暴力団関係者が

不正な利益を得る目的で、区又は区の職員

を対象として行う違法又は不当な行為をい

う。）を防止し、区の職員の安全及び公務

の適正かつ円滑な執行を確保するため、具

体的な対応方針を定めることその他の必要

な措置を講ずるものとする。 
       

 〔同左〕 

 

第６条 区は、法第９条第１５号から第２０

号までに掲げる行為その他の行政対象暴力

（暴力団関係者が不正な利益を得る目的で、

区又は区の職員を対象として行う違法又は

不当な行為をいう。）を防止し、区の職員

の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確

保するため、具体的な対応方針を定めるこ

とその他の必要な措置を講ずるものとする。 
       

  

   付 則 

 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。 

企 画 総 務 委 員 会 

平成24年9月25日 



※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正新旧対照表（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  
 （暴力的要求行為の禁止） 

第９条 指定暴力団等の暴力団員（以下「指

定暴力団員」という。）は、その者の所属

する指定暴力団等又はその系列上位指定暴

力団等（当該指定暴力団等と上方連結（指

定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体

となり、又は指定暴力団等の代表者等が他

の指定暴力団等の暴力団員となっている関

係をいう。）をすることにより順次関連し

ている各指定暴力団等をいう。以下同じ。）

の威力を示して次に掲げる行為をしてはな

らない。 

 

 ⑴～⑹ 〔略〕 

 ⑺～⑾ 〔略〕 

 ⑿ 預金又は貯金の受入れに係る業務を営

む者に対し、その者が拒絶しているにも

かかわらず、預金又は貯金の受入れをす

ることを要求すること。 

 ⒀・⒁ 〔略〕 

 ⒂ 宅地建物取引業者（宅地建物取引業法

（昭和２７年法律第１７６号）第２条第

３号に規定する宅地建物取引業者をい

う。次号において同じ。）に対し、その

者が拒絶しているにもかかわらず、宅地

（同条第１号に規定する宅地をいう。）

若しくは建物（以下この号及び次号にお

いて「宅地等」という。）の売買若しく

は交換をすること又は宅地等の売買、交

換若しくは貸借の代理若しくは媒介をす

ることを要求すること。 

 ⒃ 宅地建物取引業者以外の者に対して宅

地等の売買若しくは交換をすることをみ

だりに要求し、又は人に対して宅地等の

貸借をすることをみだりに要求するこ

と。 

 ⒄ 建設業者（建設業法（昭和２４年法律

第１００号）第２条第３項に規定する建

設業者をいう。）に対し、その者が拒絶

 〔同左〕 

第９条 指定暴力団等の暴力団員（以下「指

定暴力団員」という。）は、その者の所属

する指定暴力団等又はその系列上位指定暴

力団等（当該指定暴力団等と上方連結（指

定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体

となり、又は指定暴力団等の代表者等が他

の指定暴力団等の暴力団員となっている関

係をいう。）をすることにより順次関連し

ている各指定暴力団等をいう。第１２条の

３及び第１２条の５において同じ。）の威

力を示して次に掲げる行為をしてはならな

い。 

 ⑴～⑹ 〔略〕 

 ⑹の２～⑽ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

 

 ⑾・⑿ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔新設〕 

 

 

 

 

   〔新設〕 

 

 



しているにもかかわらず、建設工事（同

条第１項に規定する建設工事をいう。）

を行うことを要求すること。 

 ⒅ 集会施設その他不特定の者が利用する

施設であって、暴力団の示威行事（暴力

団が開催する行事であって、多数の暴力

団員が参加することにより、当該施設の

他の利用者又は付近の住民その他の者に

当該暴力団の威力を示すこととなるもの

をいう。）の用に供されるおそれが大き

いものとして国家公安委員会規則で定め

るものの管理者に対し、その者が拒絶し

ているにもかかわらず、当該施設を利用

させることを要求すること。 

 ⒆・⒇ 〔略〕 

 (21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げ

る者（以下この条において「自己の関係

者」という。）がした許認可等（行政手

続法（平成５年法律第８８号）第２条第

３号に規定する許認可等をいう。以下こ

の号及び次号において同じ。）に係る申

請（同条第３号に規定する申請をいう。

次号において同じ。）が法令（同条第１

号に規定する法令をいう。以下この号及

び次号において同じ。）に定められた許

認可等の要件に該当しないにもかかわら

ず、当該許認可等をすることを要求し、

又は自己若しくは自己の関係者について

法令に定められた不利益処分（行政庁が、

法令に基づき、特定の者を名宛人として、

直接に、これに義務を課し、又はその権

利を制限する処分をいう。以下この号及

び次号において同じ。）の要件に該当す

る事由があるにもかかわらず、当該不利

益処分をしないことを要求すること。 

  イ 自己と生計を一にする配偶者その他

の親族（婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者及

び当該事情にある者の親族を含む。） 

  ロ 法人その他の団体であって、自己が

その役員（業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者をい

 

 

 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⒀・⒁ 〔略〕 

 ⒂ 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げ

る者（以下この条において「自己の関係

者」という。）がした許認可等（行政手

続法（平成５年法律第８８号）第２条第

３号に規定する許認可等をいう。以下こ

の号及び次号において同じ。）に係る申

請（同条第３号に規定する申請をいう。

次号において同じ。）が法令（同条第１

号に規定する法令をいう。以下この号及

び次号において同じ。）に定められた許

認可等の要件に該当しないにもかかわら

ず、当該許認可等をすることを要求し、

又は自己若しくは自己の関係者について

法令に定められた不利益処分（行政庁が、

法令に基づき、特定の者を名あて人として、

直接に、これに義務を課し、又はその権

利を制限する処分をいう。以下この号及

び次号において同じ。）の要件に該当す

る事由があるにもかかわらず、当該不利

益処分をしないことを要求すること。 

  イ 〔同左〕 

 

 

 

  ロ 法人その他の団体であって、自己が

その役員（業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者をい



い、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、当該団

体に対し業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者と同等以

上の支配力を有するものと認められる

者を含む。第３２条第１項第３号にお

いて同じ。）となっているもの 

  ハ 自己が出資、融資、取引その他の関

係を通じてその事業活動に支配的な影

響力を有する者（ロに該当するものを

除く。） 

 (22) 行政庁に対し、特定の者がした許認可

等に係る申請が法令に定められた許認可

等の要件に該当するにもかかわらず、当

該許認可等をしないことを要求し、又は

特定の者について法令に定められた不利

益処分の要件に該当する事由がないにも

かかわらず、当該不利益処分をすること

を要求すること。 

 (23) 国、特殊法人等（公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律（平成

１２年法律第１２７号）第２条第１項に

規定する特殊法人等をいう。）又は地方

公共団体（以下この条において「国等」

という。）に対し、当該国等が行う売買、

貸借、請負その他の契約（以下この条及

び第３２条第１項において「売買等の契

約」という。）に係る入札について、自

己若しくは自己の関係者が入札参加資格

（入札の参加者の資格をいう。以下この

号及び次号において同じ。）を有する者

でなく、又は自己若しくは自己の関係者

が指名基準（入札参加資格を有する者の

うちから入札に参加する者を指名する場

合の基準をいう。同号において同じ。）

に適合する者でないにもかかわらず、当

該自己又は自己の関係者を当該入札に参

加させることを要求すること。 

 (24) 国等に対し、当該国等が行う売買等の

契約に係る入札について、特定の者が入

札参加資格を有する者（指名基準に適合

しない者を除く。）であり、又は特定の

い、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、当該団

体に対し業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者と同等以

上の支配力を有するものと認められる

者を含む。）となっているもの 

 

  ハ 〔同左〕 

 

 

 

 ⒃ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 ⒄ 国、特殊法人等（公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律（平成

１２年法律第１２７号）第２条第１項に

規定する特殊法人等をいう。）又は地方

公共団体（以下この条において「国等」

という。）に対し、当該国等が行う公共

工事（同法第２条第２項に規定する公共

工事をいう。以下この条において同じ。）

の入札について、自己若しくは自己の関

係者が入札参加資格（入札の参加者の資

格をいう。以下この号及び次号において

同じ。）を有する者でなく、又は自己若

しくは自己の関係者が指名基準（入札参

加資格を有する者のうちから入札に参加

する者を指名する場合の基準をいう。同

号において同じ。）に適合する者でない

にもかかわらず、当該自己又は自己の関

係者を当該入札に参加させることを要求

すること。 

 ⒅ 国等に対し、当該国等が行う公共工事

の入札について、特定の者が入札参加資

格を有する者（指名基準に適合しない者

を除く。）であり、又は特定の者が指名



者が指名基準に適合する者であるにもか

かわらず、当該特定の者を当該入札に参

加させないことを要求すること。 

 (25) 人に対し、国等が行う売買等の契約に

係る入札について、当該入札に参加しな

いこと又は一定の価格その他の条件をも

って当該入札に係る申込みをすることを

みだりに要求すること。 

 (26) 国等に対し、その者が拒絶しているに

もかかわらず自己若しくは自己の関係者

を当該国等が行う売買等の契約の相手方

とすることを要求し、又は特定の者を当

該国等が行う売買等の契約の相手方とし

ないことをみだりに要求すること（第３

号、第２３号又は第２４号に該当するも

のを除く。）。 

 (27) 国等に対し、当該国等が行う売買等の

契約の相手方に対して自己又は自己の関

係者から当該契約に係る役務の提供の業

務の全部若しくは一部の受注又は当該業

務に関連する資材その他の物品の納入若

しくは役務の提供の受入れをすることを

求める指導、助言その他の行為をするこ

とをみだりに要求すること。 
       

基準に適合する者であるにもかかわら

ず、当該特定の者を当該入札に参加させ

ないことを要求すること。 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 ⒆ 国等に対し、特定の者を当該国等が行

う公共工事の契約の相手方としないこと

をみだりに要求すること（前号に該当す

るものを除く。）。 

 

 

 

 

 ⒇ 国等に対し、当該国等が行う公共工事

の契約の相手方に対して自己又は自己の

関係者から当該契約に係る役務の提供の

業務の全部若しくは一部の受注又は当該

業務に関連する資材その他の物品の納入

若しくは役務の提供の受入れをすること

を求める指導、助言その他の行為をする

ことをみだりに要求すること。 
         

【施行期日】公布の日（平成２４年８月１日）から起算して３月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日 

 

 

 

 

 

 

 

 


